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株式会社ハイパー 

  



 

2021年６月 11日 
 

東京都中央区日本橋堀留町二丁目９番６号 
株 式 会 社 ハ イ パ ー 

代表取締役社長 望月 真貴子 
 
当社は、令和３年 2月１９日付で株式会社セキュリティアとの間で締結した合

併契約書に基づき、令和 3年 3月２３日に当社株主総会決議により承認を得た上
で、令和 3年 6月 1日を効力発生日として、当社を吸収合併存続会社、株式会社
セキュリティア（以下「消滅会社」という。）を吸収合併消滅会社とする吸収合
併（以下「本合併」といいます。）を行いました。本合併に関し、会社法第 801
条第 1項及び会社法施行規則第 200条に定める事項は以下のとおりです。 
なお、消滅会社は、会社法第 784条第 1項に基づき株主総会の承認決議を得な

いで合併を決定しております。   
 
１ 吸収合併が効力を発生した日（会社法施行規則第 200条第 1号） 

本合併は、令和 3年 6月 1日に効力を生じました。 
 
２ 吸収合併消滅会社における法的手続の経過（会社法施行規則第 200条第 2号） 
（１） 吸収合併をやめることの請求（会社法第 784条の 2）の手続の経過 

消滅会社は、当社の完全子会社であるところ、該当事項はありません。 
 

（２） 反対株主の株主買取請求（会社法第 785条）の手続の経過 
消滅会社は、当社の完全子会社であるため、該当事項はありません。 
 

（３）新株予約権者の買取請求（会社法第 787条）の手続の経過 
消滅会社は、新株予約権及び新株予約権付社債を発行していなかったため、
該当事項はありません。 
 

（４） 債権者の異議申述（会社法第 789条）の手続の経過 
消滅会社は、会社法第 789 条第 2 項及び同条第 3 項の規定により、令和３
年４月２３日付の官報及び同日付の電子公告において、債権者に対して、本
合併に対する異議申述の広告を行いましたが、異議申述期限までに債権者か
らの異議の申し出はありませんでした。 
 

３ 吸収合併存続会社における法的手続の経過（会社法施行規則第 200条第 3号） 
（１）吸収合併をやめることの請求（会社法第 796条の 2）の手続の経過 

当社に対し、本合併をやめることを請求した株主はございませんでした。 
 
 



（２） 反対株主の株主買取請求（会社法第 797条）の手続の経過 
当社は、会社法第 797 条第 3 項及び同条第 4 項の規定により、令和３年４
月２３日付の電子公告において、株主に対し、株式買取請求の公告を行いま
したが、株式買取期限請求行使期限までに、株主からの株式買取請求はあり
ませんでした。 
 

（３） 債権者の異議申述（会社法第 799条）の手続の経過 
当社は、会社法第 799 条第 2 項及び同条第 3 項の規定により、令和３年４
月２３日付の官報及び同日付の電子公告において、債権者に対して、本合併
に対する異議申述の公告を行いましたが、異議申述期限までに債権者からの
異議の申し出はありませんでした。 

 
４ 承継した重要な権利義務に関する事項（会社法施行規則第 200条第 4号） 

当社は、本合併の効力発生日をもって、消滅会社から、その権利義務一切を承
継しました。 

 
５ 吸収合併消滅会社の事前開示書面（会社法施行規則第 200条第 5号） 

消滅会社の事前開示書面は、資料１及び資料２のとおりです。 
 
６ 変更登記日（会社法施行規則第 200条第 6号） 

本合併による当社の変更登記申請及び消滅会社の解散登記申請は、令和３年６
月１５日に行う予定です。 

 
７ 前各号に掲げるもののほか、本合併に関する重要な事項（会社法施行規則第

200条第 7号） 
該当する事項はございません。 
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